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令和元年９月井手町議会（定例会）会議録（第２号）  

 

招集年月日  

     令和元年９月２５日  

招集の場所  

     井手町役場議場  

開閉会日時及び宣告  

     開会  令和元年９月２５日午前１０時０２分  議長  岡田久雄  

     閉会  令和元年９月２５日午前１０時５７分  議長  岡田久雄  

応招議員  

       １番  奥田  俊夫       ２番  脇本  尚憲  

       ３番  谷田  利一       ４番  西島  寛道  

       ５番  岡田  久雄       ６番  古川  昭義  

       ７番  丸山  久志       ８番  中坊   陽   

       ９番  谷田みさお       10番  木村  武壽  

不応招議員  

       な   し  

出席議員  

       １番  奥田  俊夫       ２番  脇本  尚憲  

       ３番  谷田  利一       ４番  西島  寛道  

       ５番  岡田  久雄       ６番  古川  昭義  

       ７番  丸山  久志       ８番  中坊   陽   

       ９番  谷田みさお       10番  木村  武壽  

欠席議員  

       な   し  

会議録署名議員の氏名  

       ２番  脇本  尚憲       ７番  丸山  久志  

本会議に職務のため出席した者の職氏名  

 議 会 事 務 局 長 野﨑  裕美      議 会 書 記  坂井幸一郎  

 議 会 書 記  梶田  篤志      議 会 書 記  仁木   崇   

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名  

 町 長 汐見  明男      副 町 長  中谷  浩三  
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 参 与 島田  智雄      教 育 長  松田   定   

 理事兼総務課長事務取扱 脇本  和弘      理事兼地域創生推進室長事務取扱 眞木  伸浩  

 理事兼建設課長事務取扱 西田  哲弥      理事兼上下水道課長事務取扱 中島  一也  
 
 学 校 教育 課長 ・            高江  裕之      企 画 財 政 課 長 花木  秀章  
 自然休養村管理センター館長兼務 
 

 税 務 課 長   乾   浩朗      会計管理者・会計課長兼務 光田  恵理  

 住 民 福 祉 課 長 中坊  玲子      保 健 医 療 課 長 中谷   誠   
 
                    保健センター所長・   高 齢 福 祉 課 長 寺井  佳孝               小山   烈  
                    地域包括支援センター所長兼務 
 

 産 業 環 境 課 長 菱本  嘉昭      上 下 水道 課参 事  森田   肇   
 
                    いづみ人権交流センター所長・  同和・人権政策課長  西島  豊広               木田ゆかり  
                    いづみ児童館長兼務  
 
 社 会 教育 課長 ・                       平間  克則      学校給食センター所長 奥山  英高  
 山吹ふれあいセンター所長・図書館長兼務            
 

 代 表 監 査 委 員 小川   均   

議事日程  

     別紙のとおり  

会議に付した事件  

     別紙のとおり  

会議の経過  

     別紙のとおり  
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令和元年９月井手町議会定例会 

 

議 事 日 程〔第２号〕 

令和元年９月２５日（水）午前１０時開議  

 

第１  会議録署名議員の指名  

第２  平成３０年度井手町各会計歳入歳出決算及び各基金運用状況審査意見書

並びに財政健全化審査意見書等について  

第３  議案第 35号  平成３０年度井手町一般会計、特別会計「国民健康保険、

多賀地区簡易水道、後期高齢者医療、介護保険、公共下水

道」歳入歳出決算認定の件  

第４  議案第 36号  平成３０年度井手町水道事業会計決算認定の件  

第５  議案第 37号  平成３０年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算認定

の件  

第６  議案第 26号  井手町印鑑条例の一部を改正する条例制定の件  

第７  議案第 27号  井手町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の

一部を改正する条例制定の件  

第８  議案第 38号  玉水駅橋上化等工事委託契約変更について同意を求める件  

第９  令和元年度城南土地開発公社（第１回）補正事業計画に関する報告書並

びに平成３０年度城南土地開発公社決算に関する報告書について  

第 10 発議第１号  下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の確保を求

める意見書  

第 11 議員派遣の件  

第 12 閉会中の継続調査の申し出について  
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議事の経過 

 

議長（岡田久雄）   皆さん、おはようございます。ご参集、ご苦労さまでご

ざいます。  

 木村武壽議員より、発議第１号、下水道施設の改築に係る国庫補助の継続

と予算の確保を求める意見書が提出されておりますので、皆様のお手元に配

付いたしました。なお、日程事項として組み入れておきましたので、よろし

く審議願います。  

 ただいまから令和元年９月井手町議会定例会を再開し、直ちに本日の会議

を開きます。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、２番、脇本尚憲

議員、７番、丸山久志議員を指名いたします。  

 次に、日程第２、平成３０年度井手町各会計歳入歳出決算及び各基金運用

状況審査意見書並びに財政健全化審査意見書等について、小川代表監査委員、

内容説明並びに補足されることがありましたら、発言を許します。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   小川代表監査委員。  

代表監査委員（小川  均）   改めまして、おはようございます。監査委員の

小川でございます。よろしくお願いいたします。  

 決算監査に当たりまして、各部署におきます職員によりますご理解、ご協

力のおかげで計画どおり決算審査が遂行されましたことを、この場をおかり

いたしまして報告させていただきたいと思います。  

 それでは、さきに提出しております決算審査意見書につきまして、補足説

明をさせていただきます。  

 ８月２８日、２９日、９月３日の３日間にわたりまして、ここにご出席し

ていただいております丸山議員とともに決算監査を実施いたしました。審査

に当たっては、町長から提出された決算書類について、計算が過誤でないか、

実際の収支が収支命令に符合しているか、収支が違法でないかを検証するた

め、会計簿、証書類等の照合、事務の聴取、その他審査を実施いたしました。

また、財政運営が経済的、効率的かつ合理的になされているか、行政水準の

向上が図れているかを主眼として考察いたしました。  
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 結果、関係諸帳簿の決算計数はいずれも符合しており、誤りのないことを

確認いたしました。また、公有財産、物品及び基金については、個々抽出に

より調書の計数と財産台帳、歳入歳出簿、備品台帳等を照合、検査した結果、

計数はいずれも正確であると認められました。平成３０年度は、井手町第４

次総合計画で示す六つの基本目標に沿い、目標達成に向けて着実に取り組ま

れていることであります。  

 歳入につきましては、本町は自主財源に乏しく、依然として厳しい状況が

続いておるわけでございます。交付税や補助金を有効に活用し、各種事業を

着実に遂行されており、高く評価するところであります。一方、歳出につき

ましては、ＪＲ玉水駅周辺整備をはじめ、安心・安全のための防火水槽の設

置やバリアフリーのためのいづみ人権交流センターのエレベーター整備、ま

た特別支援学校の建設に向けての町道整備など積極的に取り組まれていると

ともに、さまざまな事業に必要な財源について、早い時期から人件費の削減

や事務事業の再編、整理など、積極的に行政改革に取り組まれているところ

が現在の健全会計につながっているということは言うまでもございません。

また、計画的に基金を積み立てて、それらを有効に運用されて、健全な行政

運営に努められていることなど、評価すべき点が随所で見受けられるところ

であります。  

 特別会計及び水道会計につきましても、経費削減の努力の跡が見受けられ、

全ての会計で黒字であったことを確認いたしました。  

 今後につきましても、第４次総合計画に掲げられた基本理念を実現するた

め、歳入歳出両面において、中長期的な視点に立ち、実効性のある事務、事

業の進行管理に基づいた行財政運営により、健全財政を維持しつつ、住民サ

ービスのさらなる向上に取り組まれることを期待いたします。  

 報告は以上でございます。  

議長（岡田久雄）   小川代表監査委員、どうもご苦労さまでした。  

 暫時休憩します。  

     休憩  午前１０時１２分  

     再開  午前１０時１２分  

議長（岡田久雄）   休憩前に引き続き、再開します。  

 日程第３、議案第３５号、平成３０年度井手町一般会計、特別会計「国民

健康保険、多賀地区簡易水道、後期高齢者医療、介護保険、公共下水道」歳
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入歳出決算認定の件から、日程第５、議案第３７号、平成３０年度井手町多

賀財産区特別会計歳入歳出決算認定の件までの３件を一括議題といたします。 

 議案第３５号、提出者より提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   それでは、議案第３５号、決算認定の件についてご説明

申し上げます。  

 平成３０年度井手町一般会計歳入歳出決算書、平成３０年度井手町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算書、平成３０年度井手町多賀地区簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算書、平成３０年度井手町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算書、平成３０年度井手町介護保険特別会計歳入歳出決算書、平成３

０年度井手町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書は、監査委員の審査を

経たので、別紙のとおり意見書をつけて地方自治法第２３３条第３項の規定

により、町議会の認定に附する。  

 それでは、１６６ページをごらんください。一般会計歳入歳出決算書の実

質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額５０億７，６５８万４，７４４円、歳出総額４６億６，８

２７万４，００６円、歳入歳出差引額４億８３１万７３８円、翌年度へ繰り

越すべき財源、継続費逓次繰越額はございません。繰越明許費繰越額５，４

５０万円、事故繰越し繰越額はございません。計５，４５０万円、実質収支

額３億５，３８１万７３８円、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２

の規定による基金繰入額、以下、基金繰入額と申し上げます、ゼロでござい

ます。  

 次に、１９４ページをごらんください。国民健康保険特別会計歳入歳出決

算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額８億５，８２８万８，８１８円、歳出総額８億５，２５０

万３，７７７円、歳入歳出差引額５７８万５，０４１円、翌年度へ繰り越す

べき財源はございません。実質収支額５７８万５，０４１円、基金繰入額は

ございません。以上でございます。  

 次に、２０８ページをごらんください。多賀地区簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額５，２８２万３，１８３円、歳出総額４，７７０万５，６
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４２円、歳入歳出差引額５１１万７，５４１円、翌年度へ繰り越すべき財源

はございません。実質収支額５１１万７，５４１円、基金繰入額はゼロでご

ざいます。  

 次に、２２２ページをごらんください。後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額１億５８８万９，７３７円、歳出総額１億２１２万２，９

５４円、歳入歳出差引額３７６万６，７８３円、翌年度へ繰り越すべき財源

はございません。実質収支額３７６万６，７８３円、基金繰入額はゼロでご

ざいます。  

 次に、２５２ページをごらんください。介護保険特別会計保険事業勘定歳

入歳出決算書の実質収支に関する調書でございます。  

 区分、歳入総額８億６，２０８万１，７３１円、歳出総額８億３，００５

万２，０５８円、歳入歳出差引額３，２０２万９，６７３円、翌年度へ繰り

越すべき財源はございません。実質収支額３，２０２万９，６７３円、基金

繰入額はゼロでございます。  

 次に、２６２ページ、介護保険特別会計サービス事業勘定歳入歳出決算書

の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額２，１２４万５６３円、歳出総額３９４万９４９円、歳入

歳出差引額１，７２９万９，６１４円、翌年度へ繰り越すべき財源はござい

ません。実質収支額１，７２９万９，６１４円、基金繰入額はゼロでござい

ます。  

 次に、２７８ページをごらんください。公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算書の実質収支に関する調書であります。  

 区分、歳入総額４億１，９９４万２，４４５円、歳出総額４億５５６万５，

９６９円、歳入歳出差引額１，４３７万６，４７６円、翌年度へ繰り越すべ

き財源はございません。実質収支額１，４３７万６，４７６円、基金繰入額

はゼロであります。  

 次に、２７９ページ、次ページをごらんください。平成３０年度財産に関

する調書でございまして、内容につきましては、後ほどごらんおきください。  

 以上、簡単でありますが、説明にかえさせていただきます。  

議長（岡田久雄）   次に、議案第３６号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  
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議長（岡田久雄）   中島上下水道課長。  

理事（中島一也）   それでは、議案第３６号、決算認定の件についてご説明

申し上げます。  

 平成３０年度井手町水道事業会計決算書は、監査委員の審査を経たので、

別紙のとおり意見書をつけて地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

町議会の認定に附する。  

 １ページをごらんください。平成３０年度井手町水道事業会計決算報告書

であります。  

 １、収益的収入及び支出の収入であります。  

 第１款、水道事業収益、当初予算額１億２，９９９万円、合計、同額です。

決算額１億２，９７０万５，８１８円、予算額に比べ、決算額の増減、以下

増減と申し上げます、２８万４，１８２円の減。第１項営業収益、当初予算

額１億５１３万６，０００円、合計、同額です。決算額１億４０３万９，８

３９円、増減１０９万６，１６１円の減。第２項営業外収益、当初予算額２，

４８５万３，０００円、合計、同額です。決算額２，５６６万５，９７９円、

増減８１万２，９７９円。第３項特別利益、当初予算額１，０００円、合計、

同額です。決算額ございません。増減１，０００円の減であります。  

 次に、支出であります。  

 第１款水道事業費用、当初予算額１億２，６５６万５，０００円、小計、

合計ともに同額です。決算額１億４９６万５，６６４円、不用額２，１５９

万９，３３６円。第１項営業費用、当初予算額１億１，４９７万５，０００

円、小計、合計ともに同額です。決算額９，６１４万４，９４１円、不用額

１，８８３万５９円。第２項営業外費用、当初予算額１，１０８万８，００

０円、小計、合計ともに同額です。決算額８８２万７２３円、不用額２２６

万７，２７７円。第３項特別損失、当初予算額２，０００円、小計、合計と

もに同額です。決算額ございません。不用額２，０００円。第４項予備費、

当初予算額５０万円、小計、合計ともに同額です。決算額ございません。不

用額５０万円であります。  

 次のページをごらんください。２、資本的収入及び支出の収入であります。  

 第１款資本的収入、当初予算額２，６００万３，０００円、小計、合計と

もに同額です。決算額１，５５３万７，４５６円、予算額に比べ、決算額の

増減、以下、増減と申し上げます、１，０４６万５，５４４円の減。第１項
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企業債、当初予算額１，５００万円、小計、合計ともに同額です。決算額８

１０万円、増減６９０万円の減。第２項分担金、当初予算額１００万円、小

計、合計ともに同額です。決算額１６３万５，３３６円、増減６３万５，３

３６円。第３項寄附金、当初予算額１，０００円、小計、合計ともに同額で

す。決算額３６万円、増減３５万９，０００円。第４項その他資本的収入、

当初予算額１，０００円、小計、合計ともに同額です。決算額ございません。

増減１，０００円の減。第５項負担金、当初予算額１，０００万１，０００

円、小計、合計ともに同額です。決算額５４４万２，１２０円、増減４５５

万８，８８０円の減であります。  

 次に、支出であります。  

 第１款資本的支出、当初予算額６，３９９万６，０００円、小計同額です。

地方公営企業法第２６条の規定による繰越額、以下、繰越額と申し上げます、

１，７００万円、合計８，０９９万６，０００円、決算額６，１５０万６，

７８７円、不用額１，９４８万９，２１３円。第１項建設改良費、当初予算

額３，９４９万７，０００円、小計同額です。繰越額１，７００万円、合計

５，６４９万７，０００円、決算額３，７００万９，１４７円、不用額１，

９４８万７，８５３円。第２項企業債償還金、当初予算額２，４４９万８，

０００円、小計、合計ともに同額です。決算額２，４４９万７，６４０円、

不用額３６０円。第３項その他資本的支出、当初予算額１，０００円、小計、

合計ともに同額です。決算額ございません。不用額１，０００円であります。  

 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４，５９６万９，３３１

円は、当年度消費税資本的収支調整額２２７万６，２３７円及び過年度分損

益勘定留保資金４，３６９万３，０９４円で補塡した。  

 以上、簡単でありますが、説明にかえさせていただきます。  

議長（岡田久雄）   次に、議案第３７号の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   花木企画財政課長。  

企画財政課長（花木秀章）   それでは、議案第３７号、決算認定の件につき

ましてご説明申し上げます。  

 平成３０年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算書は、監査委員の審

査を経たので、別紙のとおり意見書をつけて地方自治法第２３３条第３項の

規定により、町議会の認定に附する。  



 

－８６－ 

 それでは、１４ページをごらんください。実質収支に関する調書でござい

ます。  

 区分、歳入総額３６５万９，９４８円、歳出総額１９１万４，７１０円。

歳入歳出差引額１７４万５，２３８円、翌年度へ繰り越すべき財源はござい

ません。実質収支額１７４万５，２３８円、実質収支額のうち地方自治法第

２３３条の２の規定による基金繰入額、ございません。  

 以上、簡単でありますが、説明にかえさせていただきます。  

議長（岡田久雄）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。  

 お諮りします。本３件については、監査委員の丸山久志議員を除く９人の

委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の

継続審査とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   異議なしと認めます。したがって、議案第３５号、平成

３０年度井手町一般会計、特別会計「国民健康保険、多賀地区簡易水道、後

期高齢者医療、介護保険、公共下水道」歳入歳出決算認定の件から、議案第

３７号、平成３０年度井手町多賀財産区特別会計歳入歳出決算認定の件まで

の３件については、丸山久志議員を除く９人の委員をもって構成する決算特

別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。  

 お諮りします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任につ

いては、井手町議会委員会条例第６条第４項の規定により、奥田俊夫議員、

脇本尚憲議員、谷田利一議員、西島寛道議員、岡田久雄議員、古川昭義議員、

中坊  陽議員、谷田みさお議員、木村武壽議員、以上９人を指名したいと思

います。これにご異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたし

ました９人の議員を決算特別委員に選任することに決定しました。  

 ただいま決算特別委員会の委員も決まりましたので、ここで休憩したいと
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思います。休憩中、特別委員会を開いていただきまして、正副委員長の互選

を願います。なお、その結果を報告願います。  

 それでは暫時休憩いたします。  

     休憩  午前１０時２８分  

     再開  午前１０時２８分  

議長（岡田久雄）   休憩前に引き続き、再開します。  

 ただいま、休憩中に開会されました決算特別委員会より、正副委員長の互

選結果の報告がございましたので、ご報告します。  

 決算特別委員会の委員長には中坊  陽議員、副委員長には木村武壽議員と

決定いたしました。  

 日程第６、議案第２６号、井手町印鑑条例の一部を改正する条例制定の件

を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   中坊住民福祉課長。  

住民福祉課長（中坊玲子）   それでは、議案第２６号、井手町印鑑条例の一

部を改正する条例制定の件についてご説明申し上げます。  

 井手町印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部改正に

より住民票、個人番号カード等への旧姓の記載が可能となることに伴い、旧

氏による印鑑登録を行うことができるよう、印鑑登録証明事務処理要領につ

いて所要の改正が行われたため、本町においても所要の改正をするものであ

ります。  

 それでは、２ページの新旧対照表をご参照ください。井手町印鑑条例の一

部を改正する条例新旧対照表にてご説明申し上げます。  

 例規ページ数４６５ページ、第２条、登録の資格の規定であります。第１

項中、「本町の住民基本台帳」を「本町が備える住民基本台帳」に改めるもの

でありまして、印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴う条文の整備でありま

す。  

 次に、例規ページ数４６６ページ、第６条、印鑑登録申請の不受理の規定

であります。第１項第１号中、旧氏の規定を追加し、住民基本台帳法施行令

の改正による引用条文を改める条文の整備であります。同項第２号につきま
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しても、旧氏の規定を追加するものであります。  

 次に、例規ページ数４６６ページ、第７条、印鑑登録原票の規定でありま

す。第１項第３号中、氏名の定義に旧氏と外国人住民の通称の規定を追加す

るものでありまして、印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴う条文の整備で

あります。  

 次に、同項第４号の改正につきましては、印鑑登録証明事務処理要領の記

載に合わせて、外国人住民の氏名の片仮名表記の規定について改めるもので

あります。  

 次に、例規ページ数４６７ページ、第１３条、印鑑登録の抹消の規定であ

ります。第１項第５号中、氏、名の変更があった場合の規定を改めるもので

ありまして、印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴う条文の整備であります。 

 次に、１ページに戻っていただきまして、附則であります。  

 この条例は、令和元年１１月５日から施行する。  

 以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。  

議長（岡田久雄）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑ありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   谷田みさお議員。  

９番（谷田みさお）   ２ページですけれども、第２条のところで、文言が若

干変わってるだけなんですが、結局１人１個しか印鑑登録をできないという

ことは変わらないということですから、第６条で旧氏による印鑑登録ができ

るというふうに定めても、新氏と旧氏と両方登録したいということはできな

いという理解でいいですか。  

 それと、住基に旧氏を記載できるというふうに変わったわけですから、当

然、旧氏での印鑑登録をしたい方は、住民票に旧氏の記載をしなければその

登録は受けられないのかどうかお尋ねします。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   中坊住民福祉課長。  

住民福祉課長（中坊玲子）   ただいまの谷田みさお議員のご質問にお答えい

たします。  

 登録する印鑑は、旧氏が記載できるようになっても１人一つでございます。 
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 次の質問なんですけれども、旧氏で印鑑登録をする場合は、住民票に旧氏

を記載していただく必要がございます。  

 以上です。  

議長（岡田久雄）   ほかに質疑ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。  

 これから、議案第２６号、井手町印鑑条例の一部を改正する条例制定の件

を採決します。  

 議案第２６号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（岡田久雄）   挙手全員です。したがって、議案第２６号は原案のとお

り可決されました。  

 日程第７、議案第２７号、井手町職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例等の一部を改正する条例制定の件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   それでは、議案第２７号、井手町職員の分限に関する手

続及び効果に関する条例等の一部を改正する条例制定の件についてご説明申

し上げます。  

 井手町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部を改正する

条例を別紙のように定める。  

 なお、今回の改正につきましては、成年被後見人等の権利に係る制限が設

けられている制度の見直しを図ることを目的とした成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布

され、１２月に施行されることに伴い、関係条例について所要の改正を行う

ものであります。  

 それでは、２ページをごらんください。井手町職員の分限に関する手続及
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び効果に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係）であ

りまして、井手町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正

であります。  

 例規ページ数９４２、第５条、失職事由の特例の規定でありまして、今回、

一括整備法において、地方公務員法の改正に伴い、号が繰り上げられたこと

に伴う「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改めるものであります。  

 続きまして、３ページをごらんください。井手町職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係）で

ありまして、職員の給与に関する条例の一部改正であります。  

 例規ページ数１３５７ページ、第１７条、期末手当の規定でありまして、

同条第１項、第３項ともに、地方公務員法の改正に伴い、成年被後見人の該

当をもって失職する規定が削除されたことによる条文の整備であります。  

 続きまして、１３５８ページ、第１７条の２、期末手当の支給制限の規定

でありまして、第２号中、これも同じく地方公務員法の改正に伴い、先ほど

の失職事由というのが改正されたことに伴う条文の整備であります。  

 ４ページでございます。次に、１３５９ページ、第１８条、勤勉手当の規

定でありまして、第１項及び第２項中、これも先ほどの第１７条と同じく、

地方公務員法改正に伴い、成年被後見人等の該当をもって失職する規定が削

除されたことによる条文の整備であります。  

 次に、１３６０ページ、第１９条、休職者の給与の規定でありまして、第

５条中、こちらも先ほどの第１７条及び第１８条と同じく、地方公務員法の

改正に伴い、成年被後見人等の該当をもって失職する規定が削除されたこと

による条文の整備であります。  

 続きまして、６ページをごらんください。井手町職員の分限に関する手続

及び効果に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第３条関係）で

ありまして、井手町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条文の一部改正であります。  

 例規ページ数２７９３の２７、第２３条、職員の規定でありまして、第２

項第２号中、児童福祉法第３４条の２０第１項第１号が削除されたことによ

りまして、号が繰り上げられたことにより、「第３４条の２０第１項第４号」

を「第３４条の２０第１項第３号」に改める条文の整備であります。  

 ７ページをごらんください。井手町職員の分限に関する手続及び効果に関
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する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第４条関係）でありまして、

井手町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正であり

ます。  

 例規ページ数３７１７ページ、第４条、欠格事項の規定でありまして、第

１号を削除し、第２号中、「禁固」を「禁錮」に改め、第３号中、「免職」を

「懲戒免職」に改め、第２号から第４号までを１号ずつ繰り上げる条文の整

備であります。  

 １ページをごらんください。附則でございます。  

 この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。  

 以上、簡単でありますが、説明にかえさせていただきます。  

議長（岡田久雄）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑ありませんか。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   谷田みさお議員。  

９番（谷田みさお）   成年被後見人や被保佐人についての規定が変わるとい

うことは了解で、それ以外の点ですが、７ページ、消防団員の欠格事項のと

ころで、第４条の３号、６月以上長期にわたり居住地を離れて生活すること

を常とする者というのは団員になれないということになってるわけです。居

住ですから、住民票の有無は関係なく、住んでるかどうかということかと思

うんですけれども、実際に町外の遠隔地に居住されていても消防団員として

登録されているという方はいらっしゃると思うんです。そういう方が６月以

上離れているかどうかというような確認というのは実際、どんな形でやって

おられるんでしょうか。そういう人を除外せえということじゃなくて、実態

としてそういう方に頼らざるを得ないのであれば、こういう規定を変えなあ

かんのじゃないかと。これは法とか施行令とかで変えられへんねやというこ

となのか、わかる範囲で結構ですけれども、お願いします。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   脇本総務課長。  

理事（脇本和弘）   谷田みさお議員のご質問にお答えいたします。  

 先ほど消防団員の、居住地を離れて生活するというふうなご質問でござい

ますけれども、私どもとしましては、消防団の募集をしていただくときに、
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今はいろいろ激甚災害が各地で起こっておりますので、消防団員については

基本といいますか、在住者で団員をふやしていただきたいというふうなこと

で団の本部を徹底して今は活動いただいております。ただ、お勤めの方につ

いても、以前から入っておられる方で、在勤者という方も中にはおられます

から、そういうようなことについてはもちろん把握しております。ただ、６

カ月以上長期にわたり居住でありますので、住基があるないということにな

りますけれども、基本的にはお声がけいただいてますのは、現在のところ、

お住まいであるというふうなことで団員の募集をしていただいておりますの

で、ここまで今詳しくは、私どもも十分にはここまでの定義としては把握し

ていないというところではございます。  

 以上です。  

議長（岡田久雄）   ほかに質疑ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。  

 これから、議案第２７号、井手町職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例等の一部を改正する条例制定の件を採決します。  

 議案第２７号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（岡田久雄）   挙手全員です。したがって、議案第２７号は原案のとお

り可決されました。  

 日程第８、議案第３８号、玉水駅橋上化等工事委託契約変更について同意

を求める件を議題とします。  

 提出者から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   西田建設課長。  

理事（西田哲弥）   それでは、議案第３８号、玉水駅橋上化等工事委託契約

変更について同意を求める件について、ご説明申し上げます。  

 玉水駅橋上化等工事について、下記のとおり工事委託契約を変更したいの
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で、井手町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条

例第２条の規定により同意の議決を求める。  

 記といたしまして、１、契約対象、玉水駅橋上化等工事。２、変更契約金

額、金５億１，９９５万３，２０１円、うち取引に係る消費税額、金３，８

５１万５，０９４円。３、今回変更による減額、金９，００４万６，７９９

円、うち取引に係る消費税額、金６６７万９１円。４、契約の相手方、京都

市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町６１４番地、新京都センタービル４階、

西日本旅客鉄道株式会社大阪工事事務所、京都建築工事所長、望月太郎。５、

契約の方法、随意契約。  

 なお、今回の工事委託契約変更につきましては、ＪＲが施工する建築工事

や電気工事、本町が隣接して施工する東側水路工事など、関係する工事の工

程調整を行うことで燃料経路等の振りかえ回数を減らしたこと、仮囲みの設

置により夜間作業の日数を減らしたこと、仮囲みの設置や施工計画の精査に

より列車見張り員を減らしたことなどにより、契約金額の変更が生じたもの

です。  

 なお、工期につきましては、令和２年３月３１日までを予定しており、当

初と変更はございません。  

 以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。  

議長（岡田久雄）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。  

 これから、議案第３８号、玉水駅橋上化等工事委託契約変更について同意

を求める件を採決します。  

 議案第３８号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（岡田久雄）   挙手全員です。したがって、議案第３８号は原案のとお
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り可決されました。  

 日程第９、令和元年度城南土地開発公社（第１回）補正事業計画に関する

報告書並びに平成３０年度城南土地開発公社決算に関する報告書についてで

あります。なお、本件につきましては、既に城南土地開発公社理事会で承認

済みのものであり、井手町もこの公社に加入しております関係上、議員の皆

様方にもご承知願っておきたいと考え、報告事項として日程に組み入れまし

たので、説明を受けるにとどめたいと思います。  

 提出者より説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   花木企画財政課長。  

企画財政課長（花木秀章）   それでは、令和元年度城南土地開発公社（第１

回）補正事業計画に関する報告書につきましてご説明申し上げます。  

 ２ページをごらんください。令和元年度城南土地開発公社（第１回）補正

事業計画であります。  

 公有地売却の予定でございまして、井手町分はございません。  

 次に、もう一つの冊子の方をごらんください。平成３０年度城南土地開発

公社決算に関する報告書につきましてご説明申し上げます。  

 ２ページをごらんください。土地の取得、売買でございます。  

 まず、取得の実績明細票でございます。井手町分の取得実績はございませ

ん。次に、売却実績明細票でございます。こちらにつきましても、井手町分

の売却実績はございません。  

 次に、少し飛びまして、２０ページをごらんください。公有用地明細票で

ございます。井手町分の公有地はございません。  

 次に、２４ページをごらんください。中段の短期借入金明細票でございま

す。こちらにつきましても、井手町分の借入金はございません。  

 以上、簡単でありますが、説明にかえさせていただきます。  

議長（岡田久雄）   以上で日程第９を終わります。  

 次に、日程第１０、発議第１号、下水道施設の改築に係る国庫補助の継続

と予算の確保を求める意見書を議題とします。  

 発議第１号について、提出議員から提案理由の説明を求めます。  

     （挙手する者あり）  

議長（岡田久雄）   木村武壽議員。  
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１０番（木村武壽）   １０番、木村武壽です。  

 朗読をもちまして、下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の確保

を求める意見書を提出します。  

 発議第１号、提出者、井手町議会議員、木村武壽。  

 下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の確保を求める意見書。  

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項の規定により提出し

ます。  

 下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の確保を求める意見書。  

 井手町では、これまで木津川流域関連公共下水道として、昭和６０年度に

事業着手して以降、下水道施設の整備を積極的に進め、平成３０年度末には

９９．７％の普及率となっている。一方で、整備された下水道施設の老朽化

が進み、既に維持管理や改築、更新の時代へと移行しており、その財源確保

が大きな課題となってきている。  

 しかしながら、国の財政制度等審議会において、下水道事業については、

受益者負担の観点から汚水施設の改築は原則として使用料で賄うべきとの趣

旨の提言がなされ、国の平成３０年度、３１年度予算では、国庫補助金が未

普及解消と雨水対策に重点配分されたところである。  

 今後、老朽化した下水道施設への改築に係る国庫補助が削減または廃止さ

れることとなると、著しく高額な下水道使用料を設定せざるを得なくなり、

住民生活に重大な影響を及ぼす極めて深刻な状況であると受けとめている。  

 下水道は高い公共性を有する社会資本であり、水質汚濁防止法には国の責

務が明記されている。また、その国庫補助は、地方財政法上、国が義務的に

支出する負担金として整理されており、下水道を支える国の責務は施設の新

築、改築によって変わるものではない。  

 よって、国におかれては、下水道事業の継続的かつ計画的な遂行により、

将来にわたり住民の安全で快適な暮らしを守り、経済活動を支えるとともに、

公共用水域の水質を保全することができるよう、下水道施設の改築に係る国

庫補助を継続し、十分な予算を確保するよう強く要望する。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 令和元年９月２５日、京都府井手町議会。  

 提出先としまして、衆議院議長、大島理森様、参議院議長、山東昭子様、

内閣総理大臣、安倍晋三様、財務大臣、麻生太郎様、総務大臣、高市早苗様、
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国土交通大臣、赤羽一嘉様。  

 以上です。  

議長（岡田久雄）   これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。  

 質疑ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   質疑なしと認めます。したがって、質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 討論ありませんか。  

     （「なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   討論なしと認めます。したがって、討論を終わります。  

 これから、発議第１号、下水道施設の改築に係る国庫補助の継続と予算の

確保を求める意見書を採決します。  

 発議第１号は原案のとおり決定することに賛成の議員は挙手願います。  

     （賛成者挙手）  

議長（岡田久雄）   挙手全員です。したがって、発議第１号は原案のとおり

可決されました。  

 日程第１１、議員派遣の件を議題とします。  

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり派

遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は、お

手元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。  

 次に、日程第１２、閉会中の継続調査の申し出についてを議題とします。  

 各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことにご異議ありませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し

出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  

 お諮りします。本定例会の会議に付されました事件は全て終了しました。
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会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご異議あり

ませんか。  

     （「異議なし」の声あり）  

議長（岡田久雄）   異議なしと認めます。したがって、本定例会は本日で閉

会することに決定しました。  

 これをもちまして本日の会議を閉じ、令和元年９月井手町議会定例会を閉

会します。  

 大変ご苦労さまでした。  

     閉会  午前１０時５７分  
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右、会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。  
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